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北海道大学水産学部海洋産業科学（経営）講座内

北日本漁業経済学会

会長池田均殿
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２００９年１１日２４日付け資会からの通知（以下「本

件通知」といいます）に記載されております中原尚知及び

宴小波に対する処分に関し、下記のとおり看過できない疑

問点がありますので、２月２８日までに、書面にてご回答

頂きたく、本書面をもって申し入れます。

記

質問１．論文掲載取梢に至った理由として、「盗作の疑念

承

劃

、
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」が指摘されておりますが、ここにいう￣「盗奎作の~疑念］

とは、具体的にはどのような行為に対する疑念を指して

いるのでしょうか。

質問２．中原尚知が「報告書」の作成に閤与していた事実

を霞める童小波の証言及び執筆分担響の各内容が虚偽で

あると判断された具体的な理由をご開示ください。

￣



質問３．「盗作の疑念」という理由で、掲載取清処分を運

択することになった具体的な基準（内規、通達、決議竿

）をご開示下さい。

質問４．宴小波に対する処分に関しては「隠蔽工作とみら

れても仕方のない対応をとった」ことが理由とされてし、

上表やが、ここにいう「隠蔽工作ｊとは具体酌(こどのよ-う

な行為を指しており、また「何を」隠蔽しようとしたの

か、ご開示.下さい。儀
雷
鋤
州

質調５．今回の処分を決定した会長召集の拡大常任塞事会

に「宴小波への処分」に関する権限があったか否か、あ

ったとすればその根拠をご開示下さい。

質問６．本俸に関する審議の全過程・全資料・議事録をご

開示下さい。

以上
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東 京 都 港 区 港 南 ４ － ５ － ７  

東 京 海 洋 大 学 海 洋 科 学 部 海 洋 政 策 文 化 学 科  

中 原 尚 知  殿  

婁  小 波  殿  

 

回  答  書  

 ２ ０ １ ０ 年 １ 月 ２ ７ 日 付 け で 、 本 学 会 会 長 池 田 均 宛 に 送

付 さ れ た 質 問 書 に 対 し 、 下 記 の と お り 回 答 す る 。  

記  

 質 問 １ に つ い て は 、２ ０ ０ ９ 年 １ １ 月 ２ ４ 日 付 け 通 知（ 以

下 、 通 知 ） に 記 載 し た 措 置 を と る に 至 っ た 理 由 （ 以 下 、 理

由 ） の 、 第 １ 項 お よ び 第 ２ 項 に 記 載 し た と お り で あ る 。  

 質 問 ２ に つ い て は 、 理 由 の 第 １ 項 、 第 ２ 項 、 お よ び 第 ５

項 に 記 載 し た と お り で あ る 。  

 質 問 ３ に つ い て の 回 答 は 以 下 の と お り で あ る 。 共 同 研 究

の 実 態 が な い に も 関 わ ら ず 、 筆 頭 著 者 と し て 論 文 を 投 稿 す

る 行 為 は 、 研 究 者 の モ ラ ル に 明 ら か に 反 す る 行 為 で あ り 、

内 規 云 々 以 前 の 問 題 で あ る 。  

 質 問 ４ に い う 「 隠 蔽 工 作 」 に 関 し て は 理 由 第 ５ 項 記 載 の



と お り で あ り 、 「 何 を 」 に つ い て は 、 本 事 案 で 問 題 と な っ

て い る こ と で あ る 。  

 質 問 ５ に 関 す る 回 答 は 以 下 の と お り で あ る 。 通 知 に 記 載

し た と お り 、 ２ ０ ０ ９ 年 １ ０ 月 １ ０ 日 に 開 催 さ れ た 北 日 本

漁 業 経 済 学 会 総 会 に お い て 、 本 田 ・ 婁 両 氏 に 対 す る 事 情 聴

取 お よ び 中 原 氏 の 弁 明 を 受 け た 上 で 、 処 分 に つ い て は 本 学

会 会 長 に 一 任 す る と の 決 議 が お こ な わ れ た 。 拡 大 常 任 理 事

会 は 会 長 が 総 会 で 決 定 さ れ た 権 限 を 行 使 す る に あ た り 、 参

考 と す る た め に 開 催 し た も の で あ る 。  

 質 問 ６ に つ い て は 、 通 知 に お い て 経 緯 は 明 ら か に さ れ て

お り 、 「 本 件 に 関 す る 審 議 の 全 過 程 ・ 全 資 料 ・ 議 事 録 」 を

開 示 す る 必 要 は 認 め な い 。  

以  上   

 

      ２ ０ １ ０ 年 ２ 月 １ ８ 日 

〒 ０ ６ ０ － ８ ５ ８ ９  

札 幌 市 北 区 北 ９ 条 西 ９ 丁 目  

北 海 道 大 学 大 学 院 農 学 院 水 産 資 源 経 営 学 分 野  

北 日 本 漁 業 経 済 学 会  

会 長  池 田  均    


